
箕
面
市
ふ
れ
あ
い
安
心
名
簿
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

箕
面
市
長 

倉 

田 

哲 

郎
印 

箕
面
市
規
則
第
三
十
一
号 

箕
面
市
ふ
れ
あ
い
安
心
名
簿
条
例
施
行
規
則 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
箕
面
市
ふ
れ
あ
い
安
心
名
簿
条
例
（
平
成
二
十
二
年
箕
面
市

条
例
第
一
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
条
例
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の

例
に
よ
る
。 

（
認
証
記
号
） 

第
三
条 

認
証
記
号
は
、
別
図
の
と
お
り
と
す
る
。 

（
規
約
の
参
考
例
） 

第
四
条 

条
例
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
約
に
定
め
る
手
続
等
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。 

一 

ふ
れ
あ
い
安
心
名
簿
（
以
下
「
名
簿
」
と
い
う
。
）
の
利
用
目
的 

二 

名
簿
の
有
効
期
限 

三 

名
簿
情
報
の
項
目 

四 

名
簿
の
配
付
先 

五 

名
簿
情
報
の
収
集
時
に
ふ
れ
あ
い
安
心
名
簿
登
載
者
（
以
下
「
登
載
者
」
と
い

う
。
）
に
知
ら
せ
る
項
目 

六 

名
簿
情
報
の
収
集
方
法
に
関
す
る
事
項 

七 

ふ
れ
あ
い
安
心
名
簿
管
理
者
の
選
任
に
関
す
る
事
項 



八 

名
簿
情
報
以
外
に
名
簿
に
記
載
す
る
事
項 

九 
登
載
者
か
ら
名
簿
情
報
の
訂
正
、
追
加
又
は
削
除
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
の
措

置 

十 

不
要
名
簿
の
取
扱
い
に
関
す
る
事
項 

２ 

条
例
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
規
約
の
参
考
例
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。 

（
認
証
の
申
請
） 

第
五
条 

条
例
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
名
簿
の
認
証
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
ふ

れ
あ
い
安
心
名
簿
作
成
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
ふ
れ
あ
い
安
心
名
簿

認
証
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
を
市
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

申
請
者
は
、
申
請
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
提
示
す
る
も
の

と
す
る
。 

一 

名
簿
情
報
の
収
集
時
に
登
載
者
に
知
ら
せ
た
内
容
の
分
か
る
書
類 

二 

登
載
者
の
同
意
を
得
た
上
で
、
名
簿
情
報
を
収
集
し
た
こ
と
の
分
か
る
書
類 

三 

名
簿
情
報
以
外
の
名
簿
に
記
載
し
よ
う
と
す
る
内
容
の
分
か
る
書
類 

四 

前
三
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
市
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

３ 

市
長
は
、
認
証
記
号
を
交
付
す
る
と
き
は
、
ふ
れ
あ
い
安
心
名
簿
認
証
記
号
交
付

書
（
様
式
第
二
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

４ 

条
例
第
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
認
証
記
号
交
付
簿
（
以
下
「
交
付
簿
」
と
い
う
。
）

の
様
式
は
、
様
式
第
三
号
の
と
お
り
と
す
る
。 

５ 

申
請
者
は
、
条
例
第
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
内
容
を
届
け
出
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
ふ
れ
あ
い
安
心
名
簿
申
請
内
容
変
更
届
（
様
式
第
四
号
）
に
よ
り
行
う

も
の
と
す
る
。 

（
認
証
記
号
の
交
付
状
況
の
公
表
等
） 

第
六
条 

条
例
第
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
市
長
が
公
表
す
る
事
項
は
、
交
付
簿
に



記
録
さ
れ
た
項
目
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 
交
付
番
号 

二 

交
付
日 

三 

有
効
期
限 

四 

地
域
団
体
の
分
類 

２ 

前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
地
域
団
体
の
分
類
は
、
自
治
会
、
小
学
校
、
中
学
校
、

保
育
所
、
幼
稚
園
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
・
保
護
者
会
等
、
青
少
年
育
成
関
係
団
体
、
福
祉
関
係

団
体
及
び
生
涯
学
習
関
係
団
体
並
び
に
市
長
が
区
分
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
分

類
と
す
る
。 

（
地
域
団
体
の
名
称
等
の
非
開
示
） 

第
七
条 

交
付
簿
そ
の
他
の
名
簿
に
関
す
る
行
政
文
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
情
報
で
あ
っ 

て
、
地
域
団
体
の
名
称
、
所
在
地
そ
の
他
の
地
域
団
体
が
特
定
さ
れ
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
名
簿
情
報
の
不
正
取
得
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め
、
箕
面
市
情
報
公
開
条
例

（
平
成
十
七
年
箕
面
市
条
例
第
二
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
開
示
請
求
が
あ
っ
た
と
き

は
、
非
開
示
と
す
る
。 

（
認
証
の
取
消
し
の
通
知
） 

第
八
条 

市
長
は
、
条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
証
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、

ふ
れ
あ
い
安
心
名
簿
認
証
取
消
通
知
書
（
様
式
第
五
号
）
に
よ
り
、
当
該
認
証
を
取

り
消
し
た
名
簿
を
作
成
し
た
地
域
団
体
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
名
簿
配
付
先
の
記
録
） 

第
九
条 

条
例
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
配
付
先
の
記
録
は
、
名
簿
配
付
先
記

録
簿
（
様
式
第
六
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



別図（第３条関係） 

 

 

 

 



様式第１号（第５条関係） 

ふれあい安心名簿認証申請書 

年  月  日 

（あて先） 箕面市長 

申請者 地域団体の名称 

    代 表 者 名 

    住   所 

    連  絡  先 

 

 箕面市ふれあい安心名簿条例第９条第１項の規定により次のとおり申請します。 

 

名 簿 名 称  

名簿の利用目的 

 

 

 

 

 

名 簿 情 報 

①氏  名  ②住  所  ③連絡先（電話番号） 

④その他 

（                           ） 

名簿の配付先  

名 簿 管 理 者 

（氏 名） 

 

 

（連絡先） 

 

 

名簿配付予定日       年  月  日 

備     考  

 



様式第２号（第５条関係） 

ふれあい安心名簿認証記号交付書 

年  月  日 

ふれあい安心名簿作成者 

地域団体の名称 

代 表 者 名 

 

 

 箕面市長 氏     名印  

 

 

 箕面市ふれあい安心名簿条例第９条第２項の規定により、ふれあい安心名簿に認証し

ましたので、同条第３項の規定により、次のとおり認証記号を交付します。 

 

名 簿 名 称  

交 付 番 号         － 

使 用 期 限       年  月  日 

備     考  

 

【認証記号】 

 



様式第３号（第５条関係） 

認 証 記 号 交 付 簿 

 

地 域 団 体  備  考 

交付番号 交 付 日 有 効 期 限 名 簿 名 称 

名   称 分 類  

－     
 

 

－     
 

 

－     
 

 

－     
 

 

－     
 

 

－     
 

 

－     
 

 

－     
 

 

－     
 

 

－     
 

 



様式第４号（第５条関係） 

ふれあい安心名簿申請内容変更届 

年  月  日 

（あて先） 箕面市長 

   地域団体の名称 

   代 表 者 名 

   住   所 

   連  絡  先 

 

 箕面市ふれあい安心名簿条例第９条第５項の規定により次のとおり届け出ます。 

 

名 簿 名 称  

交 付 番 号         － 

変 更 内 容 

 

 

 

変  更  日       年  月  日 

備     考  

 



様式第５号（第８条関係） 

ふれあい安心名簿認証取消通知書 

年  月  日 

ふれあい安心名簿作成者 

地域団体の名称 

代 表 者 名 

 

 

 箕面市長 氏     名印  

 

 

 箕面市ふれあい安心名簿条例第１０条第１項の規定により、ふれあい安心名簿の認証

を取り消しましたので通知します。 

 

名 簿 名 称  

交 付 番 号         － 

備     考  

 



  

様式第６号（第９条関係） 

 

名簿配付先記録簿 

番号 配付年月日 配付先（団体名・個人名） 連絡先 備 考 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     




